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　毎月第 3金曜日　

　午前 10 時 30 分～午後 4時 30 分

　市役所 1階市民相談室

　各日 12 組（1回 45 分間程度）

　NPO 法人 空家・空地管理センター

　事前に電話または E メールで、建築

課維持管理係内 252 へ

 　　s402000@city.hamura.tokyo.jp

※ E メールで申し込む場合は、件名に「空き

家相談申込み」、本文に「相談者の住所・

氏名、連絡先」を記入してください。

　空き家に関わるあらゆる困りごとを解決す

るための総合相談窓口です。

　2023 年 10 月に羽村市と「空家等対策の総

合相談事業」の協定を締結しました。

  〔東京相談センター〕東京都新宿区

西新宿 3-8-4 BABA ビル 9階

　☎ 0120-336-366（午前 9時～午後 5時）

※ウェブサイトの入力フォー

ムからも相談することがで

きます。
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